
第４回 
町方地域復興まちづくり懇談会 

（土地区画整理事業に係る皆様） 
 

平成25年3月23日 

大 槌 町 
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第４回町方地区懇談会ver8.0_130322 



１．復興まちづくりの事業経過報告、 
今後のスケジュール等について 
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町方内・再建, 
31.6% 

町方内・ 

災害公営, 
10.4% 町方外・再建, 

16.0% 

町方外・災害

公営, 4.1% 

場所未定・ 

再建, 5.1% 

場所未定・ 

災害公営, 
7.8% 

その他, 
25.0% 

区画整理 

1）意向調査結果（2/25現在） 
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回答世帯数 412 
（罹災証明数816の50.5％） 

（２５８戸） 

（８５戸） 
（１３１戸） 

（３３戸） 

（４２戸） 

（６４戸） 

※（）値は推計全体戸数 



2）土地区画整理事業の進捗と今後の予定 

被災市街地復興推進地域の指定 

都市計画決定（区域） 
H24年9月28日 

第2・3回復興まちづくり懇談会 
H24年11月3～4日・11月23日 

区画整理事業計画案の縦覧 

起工承諾のお願い 

仮換地指定(H25.10) 

本格工事着手(H25.10～) 

H24年5月16日～H25年3月10日 

H25年1月4日～1月17日 

岩手県都市計画審議会 

換地設計 

使用収益の開始(H27年度～) 

事業計画の認可 
H25年3月7日 

H25年2月12日 

用
地
買
収 

期
間 

第4回復興まちづくり懇談会 
H25年3月23日 

区画整理 
審議会の設立                     

(H25.6) 
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先行 
工事 
着工 



 

事業名称：大槌都市計画事業 

       町方地区震災復興土地区画整理事業 

施  行  者：大槌町 

面   積：約29.7ha 

施行期間：平成24年度～平成34年度 

       （清算期間5年を含む） 

事  業  費：約131億円 

3）事業計画の内容（平成25年3月7日決定） 
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土地利用計画図 



事業認可後の届出ならびに申請のお願い 
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項 目 説   明 

①建築等をする場合 

建物の新築をはじめ、次のような場合は、町の許可が必要
となります。（道路予定地での建築や盛土工事前の建築な
ど、事業の障害となる場合は許可されない） 
・建築物、その他工作物の新築、改築、移転 
・土地の形質の変更 
・移動の容易でない物件の設置、たい積 

②登記地積と実際の
面積が異なる場合 

登記簿に記載されている地積と実際の面積が異なる場合は、
事業認可後60日以内（5月7日まで受付け）に、ご自分で測
量のうえ、町に更生の申請をして下さい。 

③借地権の登記をさ
れていない場合 

登記簿に記載されていない借地権を町に申請すると、登記
された権利と同様の取扱いとなります。 

④土地の相続や売買
等により、所有権を
移転したり、分筆・
合筆をする場合 

本事業は、土地の配置替えを伴いますので、権利の内容が
変動した場合は、町に届出たうえで、登記所へ手続きして
下さい。 
もし1筆の土地を2人以上で共有する場合は、代表者を選任
して町に通知して下さい。 

※詳細については、「町方地区の復興まちづくり」第1号をご参照下さい。 
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4）土地区画整理審議会の設立に向けて 

【位置付け】 
  大槌都市計画事業震災復興土地区画整理事業施行条例 
  （平成24年12月14日、条例第21号） 
 
【審議会の役割】 
 〔意見を述べる〕 
  ・換地の計画、仮換地の指定などに関する事項 
 〔同意をする〕 
  ・評価員の選任などに関する事項 
   
【審議会委員の運営】 
  ・委員の定数は10人 
  （内、宅地所有者と借地権者は8人、学識経験者は2人） 
  ・任期は5年 



土地区画整理審議会委員の決め方 
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催 

立
候
補
者
の
氏
名
住
所
の
公
告 

投
票
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4月上旬 4月中旬～ 5月上旬 

5月中旬 

5月下旬 5月中旬 



２．土地区画整理事業のしくみ 



1）減歩と換地の考え方（基本） 
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【土地区画整理前】   Ａさんの 
土地区画整理前の土地 

換 地 

減 歩 

    Aさんに返す 
土地区画整理後の宅地 

Aさんの 
減歩される土地 

道路や公園へ（公共減歩） 

売却して事業資金の一部となる保留地へ（保留地減歩） 

【土地区画整理後】 

Ａさん 

Ｄ 

B 
Ｅ 

Ｃ 
公園 

保
留
地 

Ｄ 

B 
Ｅ 

Ｃ 

Ａさん 



 

2）減歩と換地の考え方（町方） 

18
M
道
路
の
整
備

12
M
道
路

Bさん

Cさん

施行前

換地設計

道路拡幅に掛かる部分すべてが減歩（道路）
になるわけではありません

Aさん

Bさん

Cさん

Aさん
18
M
道
路
へ
拡
幅

Aさん

Aさん

Aさん

Bさん

Cさん

評価により減歩された面積で再配置して
お返しします。

事業計画

※間口を広げるなどして換地します
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3）減価地区 
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道路や公園など、整理後の公共用地率が大きい地区に
おいて、宅地の平均単価は上昇するが、地区全体の宅
地総価額が減少する地区を減価地区と言います。 

町方地区も整理後の公共用地率が
大きいため、減価地区になります。 

地区内の土地を買収し、新しいまち
づくり事業を進めていきます。 



4）土地区画整理事業の進め方 
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事業計画の認可    ：平成25年 3月7日 
土地区画整理審議会：平成25年 6月～ 
仮換地指定      ：平成25年10月 
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5）工事展開 

（１）工事展開の検討状況 
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県道大槌小鎚線の切回しが必要 

城山側からの盛土計画であるため、工事期間中の幹線
道路機能の確保が必要である 

造成計画 

今次津波でも浸水しない高さまで盛土する必要がある 

排水に配慮し、できるだけ盛土量を少なくすることを 

 検討中 
 



（参考）県道大槌小鎚線の仮設道路計画図 
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仮設道路の位置 

現道の位置 



（２）工事展開（工事手順） 

県道切回し  

準 備 工  

地盤改良工  

盛 土 工  

地下埋設工  

道路・舗装工  

二次整地工  

宅
地
使
用
収
益
開
始 

切土工  
放 置  
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・事業認可時点（平成25年3月7日）に事業区域内 

 に存続する、住宅、店舗、事業所等の建物に対 

 して、事業計画において移転が必要となる場合 

 は、調査のうえ移転補償を行います。 

 

・換地対象従前地に井戸等がある場合は、聞取り 

 と現地確認を行います。 

6）建物補償の考え方 
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３．土地の買取りについて 
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1）土地買取計画 

ha 
・公共施設（減価買収）、災害公営住宅、防災集 
  団移転住宅、公益施設（津波復興拠点）の用地 
  を確保します。 
 
・土地買取計画面積：約8.0 
 

ha 



項  目   権利者数 筆  数 面積（㎡） 

発送全体 240 327 64,392 

回収全体 136 202 45,629 

買取希望 118 176 41,811 

契約済み 27 37 5,573 

支払済み 2 3 474 

※買取希望：「買取り面積の決め方の同意書」による買取希望 

※平成25年3月14日現在 

2）土地買取状況（買取申出者） 
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４．今後のスケジュール 
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1）今後のスケジュール 

23 
※本スケジュールは現時点の予定であり、今後の協議・調整によっては前後する場合が有ります。 



 

町方地区復興まちづくり計画案 

※公共施設、防災集団移転住宅、災害公営住宅の位置や規模は確定したものではありません 
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町方地区復興まちづくりイメージ図 


